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■①沖縄ワーケーション促進事業（沖縄県）

県外企業等のモニターツアーの概要、費用の支援対象等について

●企業ごとにご希望の滞在期間や内容をヒアリングし、ニーズに合ったツアープランを構築、提案。

●モニターツアーの支援対象等となる費用は、航空機・鉄道・船等運賃（交通費）及び
宿泊に関する経費の他、ワーケーション等を通じた沖縄ならではのプログラムに要する
経費として協議のうえ、認められた費用となります。
尚、既にワーケーションプランとして、旅行会社等が活用した旅行商品も活用可能。

●参加企業のご負担費用は、ツアー費用の1/2となります。
 1人あたりの費用上限は、50,000円。
1社あたりの参加人数上限は原則6人以内となります。

●モニターツアーの日程は、原則3泊以上の日程とします。

●事業趣旨に基づいたモニターツアー実施の為、対象企業の審査がございます。

●モニターツアーは1名から参加可能（企業対象の為、個人並びに個人事業主は除外）
 モニターツアー開始前、終了後にアンケート回答必須。

●モニターツアーの支援期間は、「10月下旬～11月下旬」「2024年1月中旬～2月中旬」

協議会参画事業者様のメリット

●モニターツアーの企業ヒアリングの際、沖縄リゾートワーケーション推進協議会会員の
 施設・サービスを優先的に紹介、提案。


